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三重県営サンアリーナ 

施設維持管理業務仕様書 

 

 

1 一般事項 

 

1－1 目的 

本業務は、施設、設備および備品（以下、「施設等」という。）の機能を十分に発揮できるよう劣化に伴う機能低下を防ぎ、

施設等を常に良好な状態に維持管理し、安全性と快適性の確保を目的とする。 

 

1－2 適用範囲 

本仕様書は、県営サンアリーナの施設等に係る点検及び保守並びに施設環境管理及び運転管理等の施設維持管理業務（以下、

「業務」という。）に適用する。 

 

1－3 用語の定義 

(1)点検とは、施設等の性能及び劣化の状態を調べることをいい、機能に異常又は劣化がある場合、必要に応じ対応処置を判

断することを含む。 

(2)保守とは、施設等の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取替え、清掃、部品調整等をいい

軽微な作業を含む。 

(3)運転管理とは、設備機器等を稼働させ、その状態を監視及び制御することをいう。 

 

1－4 関係法令等の遵守 

業務を行うにあたり適用を受ける関係法令等を遵守し、適法、安全かつ善良な業務の遂行を図る。 

 

1－5 管理指針値 

(1)管理指針値とは、関係法令等で定められている諸数値又は機器が正常な状態で稼働している事を判断するための諸数値を

いう。 

(2)業務を行うにあたっての管理指針値は、関係法令及びメーカー基準値・規格値に則する。 

 

1―6 資格、免許等 

指定管理者は、サンアリーナの施設等の維持管理業務にあたって、以下の資格者等を専任あるいは配置すること。 

 (1)常勤資格者等 

①第 3 種電気主任技術者 

②危険物取扱者乙種第４類 

③第 1 種電気工事士 

④甲種防火管理者 

⑤フォークリフト運転者 

 (2)非常勤資格者等 

①建築物環境衛生管理技術者 

 

1－7 電気主任技術者 

電気事業法に定める自家用電気工作物に係る業務を行うにあたっては、電気主任技術者の指示のもとに行なうものとする。 

 

1－8 守秘義務 

業務上、知り得た情報等は、第三者に漏らしてはならない。 

 

 

2 業務管理等 

 

2－1 業務責任者 

(1)業務責任者とは、業務を総合的に把握し、調整する者をいい、業務の円滑な遂行を図る。 

(2)業務責任者は、業務従事者を兼ねることができる。 

 

 



 37-2 

2－2 業務従事者 

(1)業務従事者とは、業務に従事する者をいう。 

(2)業務責任者は、業務の内容に応じて必要な知識及び技能を有する業務従事者をもって、業務を行う。 

(3)本仕様書に定める業務において、法令によりその業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者によ

り業務を行う。 

 

2－3 安全衛生管理 

(1)業務場所の安全衛生に関する管理は関係法令等に従って行う。 

(2)業務場所においては常に整理整頓及び清掃を行い、危険防止に努め、万が一災害等が発生した場合には人命の安全確保を

最優先するとともに適切な処置をとり、二次災害の防止に努める。 

(3)業務従事者の服装等は作業にふさわしいものとし、業務遂行中は必要に応じ防護用具を着用する。 

 

2－4 安全対策等 

(1)業務場所もしくはその周辺に第三者が存する場合又は立入る恐れのある場合には、区画ロープ、標識等により明確に区分

し、関係者以外が近づかないようにする。 

  (2)業務を行うにあたり、既存の施設を損傷し、又は支障を及ぼさないように事前に必要な養生等の処置を行う。 

(3)業務を終了したときは、養生材、工具、資材等の後片付け及び業務場所、機器等の清掃を必要に応じ行う。 

 

2－5 高所作業 

 （1）2ｍ以上の高所作業を行う場合の作業員は、労働安全衛生法による講習を受講し修了証を携帯している者又は高所作業 

   車運転技能講習修了者とする。 

 （2）ゴンドラ作業を行う者は、ゴンドラ安全規則の講習修了者とする。 

 

2－6 業務計画書等 

本業務を行うにあたり月間作業計画書を作成する。また作業終了後は作業実施報告書を作成し、業務責任者に報告する。 

(1)作業計画書 

①全体行程表 

②作業工程表 

③作業組織表（常駐業務従事者以外による作業の場合） 

④作業項目、点検項目、点検要領書等 

⑤その他必要なもの 

ⅰ作業計画書の内容に変更が生じた場合には、原則として当該作業に着手する前に変更に関する事項についての変更計

画書 

ⅱ項目、内容その他について補足が必要な場合には、追記した作業計画書 

(2)作業実施報告書 

①月毎に作業当該月の翌月初めに、建築保全業務報告書様式に従った作業実施の結果 

※月間作業実施報告書は、業務種別に分別して作業実績、結果を記載する。 

②月間作業実施報告書には、必要に応じ、実施時の写真を工程毎に撮影し、工種、内容等を添付する。 

 

2－7 業務上の義務 

(1)本業務を行うにあたり、業務行程表に示された作業量に対し十分対応できる機械器具を準備し、作業を行う。 

(2)測定及び試験に使用する器具は校正された適正なものを使用し、測定の目的、内容等に合った方法、条件等を考慮し、確

実な測定を行う。 

(3)業務遂行中において設備等に障害等を発見または発生したときは、発生原因及び経過等の内容について調査し、次の処置

を行なう。 

①本業務に起因して、管理する構造物及び機器等に損傷等を与えた場合は、業務責任者の指示に従い修理又は取替えを行

う。 

②本業務に関わる施設、機器の監視操作時あるいは点検時に補修、修繕の必要ある物を発見したときは、軽微な修繕（補

修塗装を含む）については、業務従事者で実施する。 

③本業務に関わりのない機器等で障害等を発見したときは、業務責任者の指示を仰ぐ。 

(4)本業務の履行により生じた不用物は、適切な処理を行う。 

(5)別途工事が施工される場合は、その工事関係者と協調を図り、全ての工事が円滑に行われるよう協力する。 
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【床の清掃】 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。なお、方法は特記による。 

隅 自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 

水拭き 部分水拭き（汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。） 

 

【床以外の清掃】 

フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵 

扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。 

什器 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで拭き及び乾拭きをする。 

金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

 

【日常巡回清掃】 

床 [弾性床・硬質床] 部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分はモップで拭く。 

灰皿 吸殻収集 灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。 

ごみ箱 ごみ収集  

フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 

 

②事務室 

【床の清掃】 

弾性床 
除塵 

自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

繊維床 除塵 真空掃除機で除塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

【床以外の清掃】 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 

 

③会議室 

【床の清掃】 

弾性床 
除塵 

自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

繊維床 除塵 真空掃除機で除塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

【床以外の清掃】 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 

什器備品 拭き タオルで水拭きをする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 

窓台 
除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

 

④廊下及びエレベーターホール 

【床の清掃】 

弾性床・硬質床 
除塵 

自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

繊維床 除塵 真空掃除機で除塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

【床以外の清掃】 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 
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【日常巡回清掃】 

弾性床・硬質床 部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く 

繊維床 除塵 汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 

 

⑤便所及び洗面所 

【床の清掃】 

弾性床・硬質床 
除塵 

自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

 

【床以外の清掃】 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 

扉及び便所面台のへだて 部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

洗面台及び水栓 拭き スポンジで適正散在を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。 

鏡 拭き 適正洗剤を用いて乾拭きする。 

衛生陶器 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 

衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸を補充する。 

汚物容器 汚物収集 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで拭き及び乾拭きする。 

 

【日常巡回清掃】 

床 [弾性床・硬質床] 部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分はモップで拭く。 

ごみ箱 ごみ収集  

洗面台 拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 

鏡 拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 

衛生陶器 洗浄 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。 

衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸を補充する。 

汚物容器 汚物収集 内容物を収集する。 

 

⑥湯沸室 

【床の清掃】 

弾性床 
除塵 

自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

全面水拭き 全面をモップで水拭きをする。 

 

【床以外の清掃】 

流し台 洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 

厨芥収集 厨芥収集 容器を適正洗剤で清掃する。 

 

【日常巡回清掃】 

床 [弾性床・硬質床] 部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分はモップで拭く。 

 

⑦エレベーター 

【床の清掃】 

弾性床 
除塵 真空掃除機で吸塵する。 

部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く 

硬質床 
除塵 

自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 
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【床以外の清掃】 

壁・扉・操作盤 部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。 

扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。 

 

【日常巡回清掃】 

床 [弾性床・硬質床] 部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分はモップで拭く。 

 

⑧階段 

【床の清掃】 

弾性床 
除塵 

自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

全面水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

硬質床 
除塵 

自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

繊維床 除塵 真空掃除機で吸塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

【床以外の清掃】 

手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

窓台 
除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

 

⑨メイン・サブアリーナフロアー 

【床の清掃】 

フローリング 除塵 全面モップで乾拭きをする。 

 

⑩アリーナ観客席床 

【床の清掃】 

繊維床 
除塵 真空掃除機による除塵 

しみ取り しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤（水溶性又は油容性）を用いて、しみを取る。 

 

【床以外の清掃】 

手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

窓台 
除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

 

⑪アリーナ観客席（布地椅子） 

［メインアリーナ 固定数；4,890 席・可動席；2,180 席 / サブアリーナ 固定席；1,002 席］ 

繊維床 
除塵 真空掃除機による除塵 

しみ取り しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤（水溶性又は油容性）を用いて、しみを取る。 

 

⑫シャワールーム及び脱衣室 

【床の清掃】 

硬質床 〔浴室・シャワーブース内〕 洗浄 適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きをする。 

弾性床又は木床 

〔更衣室〕 

除塵 

①自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所

定の場所に搬出する 

②真空掃除機を併用する除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所

定の場所に搬出する。 

拭き 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水洗いする。 

繊維床 除塵 真空掃除機で吸塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 
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【床以外の清掃】 

壁〔浴室・シャワーブース内〕 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする 

扉 部分拭き 汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。 

洗面台 拭き スポンジで専用洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 

鏡 拭き 乾拭き及び適正洗剤を用いて仕上げる。 

椅子・洗面器 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。 

水栓・シャワー金具等 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く 

排水口 ごみ収集 ごみを収集し、目皿を水で洗う。 

足拭マット 乾燥 足拭きマットを乾燥させる 

脱衣箱、脱衣籠 拭き タオルで拭き、整理する。 

消耗品 補充 指定された消耗品（石鹸、ペーパー類）を補充する。 

 

⑬屋外周辺 

【出入口軒先・デッキ等の建物周辺】 

除塵 自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 

水拭き 汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。 

 

⑭その他清掃 

【建物周辺インターロッキング】 

拾い掃き ごみ・落ち葉等の拾い掃き。巡回して粗ごみを拾う。 

ごみ集積場清掃 日常の整理整頓を行い、必要に応じて清掃を行う。 

 

【緑地帯】 

拾い・掃き ごみ・落ち葉等の拾い掃き。巡回して粗ごみを拾う。 

散水 渇水時に軽微な散水をする 

 

【照明器具】 

拭き 
適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。 

汚れが落ちない場合は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 

 

(2)ごみ処理 

①ごみ収集 

中継所から集積所までの運搬（ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬する。） 

②分別 

集められたごみは、種類ごとに分別する。 

③梱包 

集められたごみは、適当な分量に梱包する。 

④回収回数 

最低 3 日に 1 回は回収し、伊勢市清掃センターまで運搬し、処分をすること。 

⑤年間ゴミ処理想定量 

 20,000kg 程度（可燃物 11,000kg 程度、不燃物 3,600 ㎏程度、リサイクルゴミ 5,400 ㎏程度） 

 

(3)特別定期清掃 

①トイレ 

床・壁面・洗面台・扉及び便所面台洗浄（床保護剤が塗布されていない場合） 

ⅰ椅子等軽微な備品等の移動を行う。 

ⅱ床面・壁面・洗面台・扉及び便所面台の除塵を行う。 

ｱ.自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 

ｲ.真空掃除機を併用する除塵 

隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 

ⅲ床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 

ⅳ洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 

ⅴ吸水機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

ⅵ全面をモップで 2 回以上水拭きをして、汚水や洗浄分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 
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ⅶ移動した椅子等軽微な備品等を元の位置に戻す。 

 

②御影石・石材タイル 

一般床洗浄（床保護剤が塗布されていない場合） 

ⅰ椅子等軽微な備品等の移動を行う。 

ⅱ床面の除塵を行う。 

ｱ.自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 

ｲ.真空掃除機を併用する除塵 

隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 

ⅲ面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 

ⅳ浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 

ⅴ吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

ⅵ全面をモップで 2 回以上水拭きをして、汚水や洗浄分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 

ⅶ移動した椅子等軽微な備品等を元の位置に戻す。 

 

③絨毯・タイルカーペット 

除塵 

①真空掃除機で吸塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

②カーペットスイーパーのよる除塵 

床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除陣する。 

しみ取り しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤（水溶性又は油容性）を用いて、しみを取る。 

補修〔スポットクリニング〕 バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。 

洗浄〔全面クリーニング〕 カーペット床全面を清掃し、丁寧に汚れを除去する。 

 

④ビニールタイル・塩ビシート 

表面洗浄を行う。ただし、汚れの目立つ部分については、剥離洗浄を行う。 

【表面洗浄】 

ⅰ椅子等軽微な備品等の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 

ⅱ床面の除塵を行う。 

ｱ.自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 

ｲ.真空掃除機を併用する除塵 

隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。 

ⅲ床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 

ⅳ洗浄用パッド（赤）を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 

ⅴ吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

ⅵ床全面をモップで 2 回以上水拭きして、汚水や洗浄分を除去した後、十分乾燥させる。 

ⅶ樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りをし、十分に乾燥する。 

ⅷ樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として 1 回（格子塗り）とする。 

ⅸ移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 

 

【剥離洗浄】 

ⅰ椅子等軽微な備品等の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 

ⅱ床面の除塵を行う。 

ｱ.自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する 

ｲ.真空掃除機を併用する除塵 

隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する 

ⅲ剥離用パッド（黒）を装着した床磨き機で洗浄する。 

ⅳ吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

ⅴ剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 

ⅵ床剤表面を中和させるため、床磨き機で水洗いを行う。 

ⅶ吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

ⅷ床全面をモップで 3 回以上水拭きして、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。 

ⅸ樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 

ⅹ樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は、３回（格子塗り）とする。 
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  ②日常管理業務 

    上記定期業務と別に、季節および状況に応じ概ね以下の頻度で、周辺緑地の防虫害防除ならびに樹木剪定を行なうも 

    のとする。 

     〈12 月～2 月〉  月 1 回程度 

     〈11 月および 3 月〉 月 2 回程度 

     〈4 月～10 月〉  毎週 1 回程度 

 

 

【周辺緑地レイアウト】 

 

 

 

4 保安警備業務 

 

4－1 業務内容 

県営サンアリーナの来訪者等の安全確保や施設・設備・機器類のならびに規律及び風紀を維持し、安全・快適なアリーナ

空間を確立するための館内保安警備を行う。 

①来訪者等が安全かつ、快適に滞在できるように館内の秩序維持 

②物品、施設等の安全管理、器物損壊の防止及び阻止 

③火災等災害発生の恐れがある状態の早期発見及び、処置ならびに災害の拡大阻止 

③搬出入作業者の監視 

④立入り禁止区域（箇所）への立ち入り者の発見及び、処置 

⑤規律、風紀を乱す不良行為、不正行為及び、加害行為等の発見及び、処置 

⑥貸館施設使用後の利用者退館確認、戸締り確認 

⑦その他、不測の事態の防止と阻止 

 

4－2 夜間警備 

 夜間においては概ね以下の通り専任の常駐警備体制を定めこれにあたるものとする。 

ⅰ午後 5 時から午後 7 時まで   1 名 

ⅱ午後 7 時から翌日午前 8 時まで 2 名 

ⅲ午前 8 時から午前 9 時まで   1 名 
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アラーム 弁 9 ヶ所 

スプリンクラー送水口 埋込型双口送水口  管理棟入口横 

 

【消防用水】 

貯水槽 地下水 

水量 30 m3   屋内敷地内 3 ヶ所 

投入孔 600mm∮マンホール 

 

【誘導灯及び誘導方式】 

避難口誘導灯 086 個 

室内通路誘導灯 009 個 

廊下通路誘導灯 102 個 

誘導標識 002 個 

 

【ガス漏れ火災警報設備】 

受信機 GP 型 1 級 10 回線（監視室） 松下電工製 

副受信機 10 回線（管理事務室及び警備室） 

検知器 型式 NLV－210  5 個 

警戒区域 

1) 機械室 1（冷温水発生機） 

2) 機械室 2   

3) ガバナー室 

4) レストラン厨房 

5) 管理室（湯沸室） 

 

【自動火災報知設備】 

受信機 Ｐ型１級 中央監視室設置 松下電工製 自火報 100L 防排煙 55L ガス漏れ 10L 警報 20L 

副受信機 1 管理事務室設置 自火報 100L 防排煙 55L ガス漏れ 10L 警報 20L 

副受信機 2 警備室設置 自火報 100L 防排煙 55L ガス漏れ 10L 警報 5L 

発信器 屋内消火栓連動   P 型１級 38 個 

感知器（724 個） 

差動式スポット型（2種）   322 個 

定温スポット型         19 個 

光電式スポット型（煙）    384 個(1 種 114 個) 

防火・排煙設備 

シャッター  13 

防火扉    11 

垂壁     14 

ダンパー   19 

 

【非常警報（放送）設備】 

形式 WL－7500（非常・業務兼用） 松下電工製 

非常リモコン 管理事務室（2Ｆ）・警備室（1Ｆ） 

スピーカー 216 個【20 系統】（コーン 196・ホーン 20） 

 

【非常電源（自家発電設備）】･･･電気設備保守点検業務にて実施 

原動機 ガスタービン 750PS  起動時間 40SEC 以内 

発電機 3 相交流同期発電機 6.6KV  625KVA  1800rpm 

貯油槽 地下式 A 重油  3,000L 

給電負荷 スプリンクラー、消火栓、非常照明、飲用・湧水ポンフﾟ、浄化槽等 

 

【非常電源（蓄電池設備）】･･･電気設備保守点検業務にて実施 

原動機 ガスタービン 750PS  起動時間 40SEC 以内 

発電機 3 相交流同期発電機 6.6KV  625KVA  1800rpm 

貯油槽 地下式 A 重油  3,000L 

給電負荷 スプリンクラー、消火栓、非常照明、飲用・湧水ポンフﾟ、浄化槽等 
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6－5 自動開閉扉 

 

6－5－1 業務内容 

県営サンアリーナに設置されている自動扉開閉装置の正常な性能、機能を維持し適正な運転が行われるよう点検保守を行う。 

①正常な機能を維持するため、年 2 回の定期点検及び整備を行う。 

②障害や不具合が発生した場合は、ただちに技術者により修理調整を行う。 

 

6－5－2 対象設備 

ナブコドア社製 

①DS-21 型自動扉開閉装置 ； 9 台 

②DS-41 型自動扉開閉装置 ； 1 台 

③DS-11 型自動扉開閉装置 ； 2 台 

※付属部品及びコントロールボックス（地震感知器を含む）、スイッチボックス等を含む 

 

6－6 吊物機構 

 

6－6－1 業務内容 

県営サンアリーナのメインアリーナ及びサブアリーナに設置されている舞台機構（吊物）の正常な性能、機能を維持し適正

な運転が行われるため、設備の点検保守を行う。 

①各機器の正常な機能を維持するため、年 2 回の定期点検及び整備 

②障害や不具合が発生した場合は、ただちに技術者により修理調整 

 

6－6－2 対象設備 

①メインアリーナ 

【メインステージ】 

バトンＡ1～Ａ5 5 台 電動ドラム巻き取り式 

ライトバトンＡ1～Ａ4 4 台 電動ドラム巻き取り式 

サイドライトバトンＡ上手・Ａ下手 2 台 電動ドラム巻き取り式 

メインスピーカーＡ 1 台 電動ドラム巻き取り式 

サイドスピーカーＡ上手・Ａ下手 2 台 電動ドラム巻き取り式 

 

【サブステージ】 

バトンＢ1～Ｂ3 3 台 電動ドラム巻き取り式 

ライトバトンＢ1～Ｂ3 3 台 電動ドラム巻き取り式 

サイドライトバトンＢ上手・Ｂ下手 2 台 電動ドラム巻き取り式 

メインスピーカーＢ 1 台 電動ドラム巻き取り式 

サイドスピーカーＢ上手・Ｂ下手 2 台 電動ドラム巻き取り式 

 

【センターステージ】 

バトンＣ1～Ｃ4 4 台 電動ドラム巻き取り式 

ライトバトンＣ1～Ｃ4 4 台 電動ドラム巻き取り式 

相撲吊用フック 1 台 電動ドラム巻き取り式 

 

【アリーナエリア】 

1 点吊 18 台 電動ドラム巻き取り式 

 

②サブアリーナ 

バトン 1～4 4 台 電動ドラム巻き取り式 

ライトバトン 1～3 3 台 電動ドラム巻き取り式 

サイドライト上手・下手 2 台 電動ドラム巻き取り式 

サイドスピーカー上手・下手 2 台 電動ドラム巻き取り式 

 

※点検は 6 ヶ月に 1 回実施する。 

・巻き上げ機合計 63 台、それに関わる原動機 63 台の注油、機構清掃、制御機器動作点検等を行う。 

・定期点検において、異常、故障を認めた場合には、それに対する対処を講じ、軽微な調整工事にて対処できるものにつ
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6－9 バスケットゴール 

 

6－9－1 業務内容 

県営サンアリーナのバスケットゴールの正常な性能、機能を維持し適正な運転が行われるため点検保守を行う。 

①バスケットゴールの正常な機能を維持するため、年 1 回の精密点検を行う。 

②障害や不具合が発生した場合は、ただちに技術者による修理調整を行う。 

 

6－9－2 対象設備 

セノー社製 

①オレンジゴール 4 対（8 台） 

②パラレルゴール 2 対（4 台） 

 

6－10 電動式可動観覧席 

 

6－10－1 業務内容 

県営サンアリーナのメインアリーナに設置されている電動式椅子付移動観覧席の正常な性能、機能を維持し適正な運転が行

われるため、点検保守を行う。 

①移動観覧席の正常な機能を維持するため、年 1 回の精密点検を行う。 

②障害や不具合が発生した場合は、ただちに技術者による修理調整を行う。 

 

6－10－2 対象設備 

コトブキ社製 

①電動式椅子付移動観覧席 RCS－2202（変） 2,180 席 

②制御設備 1 式 

 

6－10－3 点検項目 

(1)本体外観点検 

①支柱、貫材、ブレーシング、ローラーカバーその他構造部材に変形および損傷がないかどうかを確認する。 

②椅子、踏み台、幕板、手摺りに著しい損傷がないかどうかを確認する。 

(2)組立接合部点検 

各部材を接合しているボルト、ナット、ピン類等の脱落または緩みがないかどうかを確認する。 

 (3)操作用スイッチ点検 

①スイッチの接点に損傷がないかどうかを確認する。 

②本体との接合部、コネクター、ケーブル、スイッチボックスに著しい損傷がないかどうかを確認する。 

③前進、後退、非常停止の各スイッチの機能に異常がないどうかを確認する。 

(4)制御装置点検 

①制御盤内各装置に著しい損傷がないかどうかを確認する。 

②各リミットスイッチ等自動制御部品に著しい損傷がないかどうかを確認する。 

③引き出しおよび収納時に、所定の位置に正しく自動停止するかどうかを確認する。 

(5)駆動装置点検 

①モーター、ギアボックス、その他駆動部品に著しい損傷がないかどうかを確認する。 

②モーター、ギアボックス、その他駆動部品を固定しているボルト、ナットに緩みがないかどうかを確認する。 

③作動中モーターに異常な発熱がないかどうか、また異常な音が発生していないかどうかを確認する。 

(6)起立装置点検 

①椅子の起立、収納が確実かつ円滑に連動するかどうかを確認する。 

②椅子の起立伝道部品に適正な間隔があるかどうかを確認する。 

(7)動作点検 

テーブルの操作が正常であるかどうかを確認する。（手動セットタイプのみ） 

(8)配線ケーブル点検 

配線ケーブルおよび結線部に損傷がないかどうかを確認する。 

(9)絶縁テスト 

制御盤、モーター部の絶縁性を確認する。 
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6－11 大型映像装置 

 

6－11－1 業務内容 

県営サンアリーナに設置されている大型映像システム機器の正常な性能、機能を維持し、適正な運転が行われるよう保守点

検を行う。 

①大型映像システム機器の正常な機能を維持するため、年 2 回の定期点検を行う。 

②障害や不具合が発生した場合は、ただちに技術者による修理調整を実施する。 

 

6－11－2 対象設備 

 Panasonic 社製 

①大型映像装置 

・表示部 

・筺体部 

・標示パネル 

・ＬＤＵ 

・ＳＯＰ 

・ＳＣＵ 

・ディスプレイ 

・ＰＳコントローラ 

・外気処理装置(※精密点検においては表示部の輝度測定及び色調整を行う) 

②アリーナ移動卓 

・ケーブル補償器 

・コントロールパネル 

・映像分配機 

・ＤＶＤ一体型ビデオ 

・映像・音声切替器 

・ツイストペア伝送器 

・液晶 3 連モニター 

・液晶タッチパネル 

・制御ユニット 

・音量コントローラ 

・ＣＤ/ＭＤレコーダ 

・カセットデッキ 

・ワイヤレス受信機 

・ワイヤレスチューナー 

・ワイヤレスアンテナ 

・ワイヤレスマイクロホン 

・インカム親機 

・ヘッドセット 

・コンパクトミキサー 

・電源制御ユニット 

③調整室 

・カメラ制御切替器 

・映像マトリックススイッチャー 

・ワイド液晶テレビ 

・ＢＤ/ＤＶＤレコーダ 

・映像分配器 

・コンポーネント分配器 

・フレームシンクロナイザー 

・コンポーネントマトリックススイッチャー 

・音声マトリックススイッチャー 

・ツイストペア受信機 

・ツイストペア送信機 

・ケーブル補償器 

・画面合成プロセッサ 

・ＨＤ-ＳＤＩコンバーター 
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・17 型液晶モニター 

・音声モニター 

・メイン制御ユニット 

・通信分配器 

・パワーサプライ 

・音声遅延ユニット 

・同期信号発生器 

・ＳＤＩスイッチャー 

・電源制御ユニット 

・ＳＤＩ分配器 

・映像分配器 

・ビデオパッチ盤 

・オーディオパッチ盤 

・ＭＯＮＯユニット 

④メイン放送室 

・ミキシングユニット 

・デジタルマルチプロセッサ 

・パターンコントローラ 

⑤カメラ部 

・コンバーチブルカメラ 

・コンバーチブルカメラ用屋内回転台 

⑥ガイドボード 

・ツイストペア受信機 

・ツイストペア送信機 

・映像分配器 

・液晶テレビ 

・ＤＶＤプレーヤー 

・50 型ＰＤＰ 

⑦その他備品 

・液晶プロジェクター 

 

6－12 トレーニング機器 

 

6－12－1 業務内容 

県営サンアリーナ、トレーニング室に設置されているトレーニング機器の正常な性能、機能を維持し、適正な運転が行われ

るよう保守点検を行う。 

 

6－12－2 対象機器（県備品：平成 27 年 4 月 1 日現在） 

No 品   名 規 格・内 容 員数 備考 

1 ラボードXP60 BG6600 1  

2 ラボードXP70 BG340M01 1  

3 ダンベルラック BE1121 1  

4 ステアマスター4000PT BG9953 2  

5 専用ゴムシート BG995001 4  

6 ストレッチマット BH945081 4  

7 カールストレットベンチ BH0300 1  

8 フラットベﾝチ BD3421 1  

9 スーパーダンベル BE2001・2101・2201・2301・2401・2501・2601・

2701・2801・2901 

1  

10 バックエクステンションベンチ BA2711 2  

11 ｱﾌﾞﾄﾞﾐﾅﾙﾎﾞｰﾄﾞ2欄型ｾｯﾄ BB0611 1  

12 テーブルローラー BJ0510 1  

13 ジョイントテープ兼用型 BH945581 4  

14 プリンター YG700902 4  

15 体重計  1  
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16 全自動血圧計・脈拍計  2  

17 身長計  1  

18 体脂肪計  1  

 

 

7 業務委託 

 

7－1 業務委託 

(1)業務を行うにあたり、高度な専門性を要する場合又は法令等によりその業務を行える有資格者が必要な場合等においては、

業務の一部を委託又は請負わすことができる。 

(2)業務を委託する場合は、あらかじめ三重県の承認を得て行う。 

 

7－2 作業責任者 

(1)受託者は、業務の履行にあたり作業責任者を定め、委託者へ届出る。 

(2)作業責任者は、契約業務の履行、作業従事者の監督、関連部署との連絡調整、作業従事者の服務管理について総括する。 

 

7－3 消耗品・雑材料等 

(1)業務に必要な消耗品雑材料及び軽微な部品等は、受託者の負担において用意する。 

(2)通常点検、保守による当該設備の性能、機能維持水準を大きく超える事故、故障の修理の場合あるいは機器の経年劣化に

伴い消耗品が大量に発生する場合は、委託者および受託者が協議し負担方法を決定する。 

 

7－4 工具等 

(1)受託者は、業務工程表に示された作業量に対し十分対応できる機械器具を準備し、作業を行う。 

(2)受託者が作業上、委託者が所有する特殊工具等の必要がある場合、委託者はこれを認め、使用することについて拒まな

い。なお、委託者がその使用機械器具類が不適当と認めたものは使用してはならない。 

 

7－5 現場発生品 

(1)業務において不要品等が発生したときは、調書を作成のうえ提出し、委託者の検収を受ける。 

(2)検収後は、委託者の指示により受託者の責任において適正に処理する。また、廃棄物については、関連法令及び指針に従

い処理する。 

 

7－6 作業用電力 

(1)業務に必要な電力は、委託者が無償で支給するが、方法等については別途協議する。 

(2)停電を伴う作業については、受託者が用意する。 

 

7－7 図面等の閲覧 

(1)委託業務の範囲に関わり受託者は、委託者が管理する図面、取扱説明書等を閲覧することができる。 

(2)閲覧図書は本業務以外に使用してはならない。 

 

7－8 その他 

(1)業務委託仕様書において記載されていない事項については、受託者は、作業に先立ち委託者と打合せを行い、議事録ある

いは打合せ内容を含んだ図面を速やかに提出し、委託者の承認を得る。 

(2)設計書、仕様書にない事項であっても機器の保全上当然必要と認められる軽易事項については、受託者の負担においてこ

れを施工する。 

･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成 20 年 4 月 1日   改訂 

平成 22 年 4 月 1日   改訂 

平成 27 年 4 月 1日   改訂 
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